
3.11から8年。
福島第1原発事故によって全国各地に今も避難を続ける被害者、あ

るいは、避難せずに地元にとどまる被害者、避難したものの何らか
の事情で避難を継続できずに地元に戻った被害者、今も、福島第1
原発事故の被害は続いています。
ところが、国は、避難指示解除の条件を年間積算被ばく線量が
20ミリシーベルトを下回ることとし、被害を受けた土地への帰還をす
すめています。それは、もはや福島第1原発事故の被害は終わった
かの如くです。福島第1原発事故によって日本全国に降り注いだ放
射能は今もそこにあり、年間積算被ばく線量が1ミリシーベルトをはる
かに上回ったり、放射性物質によって土壌が深刻に汚染されている
地域が東日本一帯に広がっているにもかかわらずです。
チェルノブイリでは、被害地を定める基準を空間線量だけとするの
ではなく、土壌汚染も被害地を定める基準としています。チェルノブ

イリでは1キュリー/㎢（3万7000ベクレル/㎡）を超える地域を被害地
として定め、様 な々被害補償及びリスク低減策を国の責任として実践
してきました。
上記のとおり、福島第1原発事故の被害地を定める基準として土
壌汚染は全く考慮されていません。そこで、関西学院大学災害復興
制度研究所研究員であり、現地の調査にも携わってこられた尾松亮
さんに、やや専門的になりますがチェルノブイリの土壌汚染基準（避
難と居住リスク補償の根拠）と測定法に関する基調講演をいただき、
福島第1原発事故による被害の回復に活かすべく、シンポジウムを企
画いたしました。
なお、当日の尾松亮さんの講演をよりよく理解するために、是非と

も、後記の参考文献（裏面講師プロフィール参照）をご覧いただい
た上で、ご参加下さい。

入場
無料 一時保育あり

（予約制）

手話通訳、
文字通訳等
提供あり
（要申込）

シンポジウム

チェルノブイリに学ぶ
～チェルノブイリ被災地における土壌汚染基準と福島第1原発事故～

主催 後援 関西学院大学災害復興制度研究所

2019年（平成31年）
3月9日（土）
午後1時～午後4時
大阪弁護士会館
10階 1001・1002会議室
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基調講演
「原発事故被害による土壌汚染基準の重要性

― チェルノブイリの土壌汚染基準と 
　　　　測定法を日本でどう活かすか―」

講師　尾松　亮さん（関西学院大学災害復興制度研究所研究員）

ディスカッション
「チェルノブイリに学ぶ福島第1原発事故

被害地の範囲と被害回復策」
尾松　亮さん、関西在住の避難者の方 ほ々か



アクセス

【日時】 2019年（平成31年）3月9日（土） 
午後1時～午後4時

【会場】 大阪弁護士会館10階1001・1002会議室 
〒530−0047 大阪市北区西天満1-12-5

【交通手段】
●京阪中之島線「なにわ橋駅」下車�　出口1から徒歩約5分
●地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車�　1号出口から徒歩約10分
●地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車�　26号階段から徒歩約7分
●JR東西線「北新地駅」下車　徒歩約15分

シンポジウム
「チェルノブイリに学ぶ～チェルノブイリ被災地における
土壌汚染基準と福島第1原発事故～」←北新地駅
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淀屋橋駅 北浜駅

大阪弁護士会館

講師プロフィール

尾松　亮さん
2004～07年、文部科学省長期留学生派遣制度により、モスクワ大学大学院に留学。
その後、日本企業のロシア進出に関わるコンサルティング、ロシア・CIS地域の調査に携わる。
11～12年『子ども・被災者生活支援法』（2012年6月成立）の策定に向けたワーキング
チームに有識者として参加、立法提言に取り組む。
現在、関西学院大学災害復興制度研究所研究員。
○参考文献　�「3.11とチェルノブイリ法　再建への知恵を受け継ぐ」東洋書店新社�

「原発事故　国家はどう責任を負ったか　ウクライナとチェルノブイリ法』東洋書店新社

大阪弁護士会法律相談部 災害復興支援委員会 宛 FAX 06-6364-5069
※　記載していただいた個人情報は、参加確認の目的以外には使用しません。

ふりがな

氏名

電話番号 （　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　—

参加人数

一時保育（完全予約制）
【対象】首のすわった幼児から未就学児まで
【時間】シンポジウム開始15分前から終了15分後まで

手話通訳、文字通訳（要申込）

申込方法：下記問合せ先まで、お電話にてお申込下さい。
申込期限：2月27日（水）午後5時

申込方法：参加申込時にお知らせ下さい。
申込期限：2月27日（水）午後5時

問合せ先：大阪弁護士会法律相談部　TEL : 06-6364-1238

参加申込について

●大阪弁護士会ホームページからのお申込は、右のQRコードから申込フォームへ。

●FAXでのお申込は、参加申込書にて。


